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１．事業実施報告（総括）について 

  介護保険制度は、平成 12 年の制度創設以来 21 年が経過し、3 年を 1 期として策定さ

れる介護保険事業計画も第 7 期が終了しました。その間、年金や医療、介護、子育てと

いった社会保障給付費は上昇し続けており、団塊の世代が全員 75 歳以上となる 2025 年

には、介護や医療のニーズがさらに高まる事が予想されています。また、介護を必要と

する高齢者増加する中、介護職員の人手不足や待遇の改善、施設不足による介護難民の

発生、老老介護や認認介護、要介護者への虐待の増加等さまざまな課題が山積していま

す。 

  このような状況の中で、利用者へ提供するサービスの質を向上するため、職員の労務

環境や外国人受け入れの環境整備、ＩＣＴ化による業務省力化等働きやすい職場環境づ

くりに努めましたが、慢性化した人材不足や新型コロナウイルスの感染症拡大により、

活動の縮小や自粛を余儀なくされました。しかし、全職員で各事業の稼働率の向上や各

種加算の確保、数値目標を明確にしながら効率的な事業展開につとめた結果、昨年より

約 4.2％上回ることができました。 

  新規事業整備の「地域密着型特別養護老人ホームあさひ園みやじ」は、風水害の影響

や地域住民とのトラブル等も無く、昨年 12 月に完成し本年 2 月 1 日より事業を開始す

ることができました。入居者一人ひとりに寄り添った支援に心掛け、「地域に開かれた
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施設、地域から愛される施設」になるよう住民の方々と連携を図りながら運営していき

ます。 

  雇用の安定と人材育成については、人事管理システムを活用しながら、働きやすい環

境づくりや心身の健康づくりに努めましたが、慢性的な人材不足を解消する事が出来ま

せんでした。しかし、2 月よりベトナムより外国人技能実習生 2 名を受け入れ、外国人

技能実習指導責任者を中心にマニュアルを整備し教育・指導を行ってきました。直で礼

儀正しく、向上心に満ち溢れた実習生の影響で、事業所内の雰囲気が明るくなり、職員

個々の新人職員への対応がより丁寧になりました。今後は、事業所全体の活性化やスキ

ルアップに繋がる事が期待されます。 

  リスクマネジメント対策強化につきましては、7 月の熊本南部豪雨災害や昨年 9 月の

特別警報級と言われた台風 10 号の九州接近等を体験し、自然災害の怖さや災害対策マ

ニュアル整備、食料や生活必需品の備蓄、火災訓練だけでなく、風水害を想定した訓練

などの必要性を痛感しました。 

  今後も社会福祉法人を取り巻く環境は目まぐるしく変化し、厳しい状況は続きますが、

経営理念を共有しながら、事業計画の目標達成に向けて職員一丸となって取り組んで行

きます。 

  なお、各事業所における具体的な事業実施内容は、後述のとおりです。 

２．社会福祉法人郷寿会の運営について 

  社会福祉法人郷寿会の理事会及び評議員会を下記のとおり開催し、提出議案について

審議するとともに、監事による監査を実施しました。 

（１）理事会の開催（決議の省略による開催） 

  ①決議があったものとみなされた日：令和 2 年 5 月 28 日（木） 

   決議事項を提案した理事の氏名：理事長  福嶋 隆 

   議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名：理事長  福嶋 隆 

   承認事項 ○ア  令和元年度事業実施報告及び決算（計算書類及び財産目録）の承認

について 

        ○イ  令和 2 年度資金収支補正予算書（案）の承認について 

        ○ウ  社会福祉充実計画の変更について 

        ○エ  評議員会の開催について 

 

  ②日 時：令和 2 年 10 月 28 日（水）午後 2:00 ～ 午後 3:15 

   場 所：太田郷コミュニティセンターＡ会議室 

   出 席 者：理事 6 名、監事 1 名、事務長、事務職員 1 名 

   承認事項 ○ア  令和 2 年度上半期事業実施報告書（案）の承認について 

        ○イ  非常勤就業規則の一部変更（案）の承認について 

        ○ウ  運営規程の一部変更（案）の承認について 

   報告事項 ○ア  理事長の職務執行状況の報告について 

 

  ③決議があったものとみなされた日：令和 3 年 1 月 5 日（火） 

   決議事項を提案した理事の氏名：理事長  福嶋 隆 

   議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名：理事長  福嶋 隆 

   承認事項 ○ア  令和 2 年度資金収支補正予算書（案）の承認について 

        ○イ  地域密着型特別養護老人ホームあさひ園みやじ運営規程（案）の承

認について 

        ○ウ  公印規程の一部変更（案）の承認について 

        ○エ  運営規程の一部変更（案）の承認について 
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        ○オ  評議員会の開催について 

 

  ④日 時：令和 3 年 3 月 17 日（水）午後 2:00 ～ 午後 3:30 

   場 所：地域密着型特別養護老人ホームあさひ園みやじ 2 階交流室 

   出 席 者：理事 5 名、監事 1 名、事務長、事務職員 1 名 

   承認事項 ○ア  令和 2 年度資金収支補正予算書（案）の承認について 

        ○イ  令和 3 年度事業実施計画書（案）の承認について 

        ○ウ  令和 3 年度資金収支予算書（案）の承認について 

        ○エ  定款変更（案）の承認について 

        ○オ  就業規則の一部変更（案）の承認について 

        ○カ  経理規程の一部変更（案）の承認について 

        ○キ  決裁規程の一部変更（案）の承認について 

        ○ｸ  運営規程の一部変更（案）の承認について 

        ○ｹ  育児休業、育児のための時間外労働及び深夜業の制限並びに育児短

時間勤務等に関する規則の一部変更（案）の承認について 

        ○ｺ  介護休業、介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに介護短

時間勤務等に関する規則の一部変更（案）の承認について 

        ○ｻ  苦情解決に係る第三者委員の承認について 

        ○ｼ  評議員会の招集について 

   報告事項 ○ア  理事長の職務執行状況の報告について 

 

（２）評議員会の開催（決議の省略による開催） 

  ①決議があったものとみなされた日：令和 2 年 6 月 13 日（土） 

   決議事項を提案した者の氏名：理事長  福嶋 隆 

   議事録の作成に係る職務を行った者の氏名：理事長  福嶋 隆 

   承認事項 ○ア  令和元年度事業実施報告及び決算（計算書類及び財産目録）の承認

について 

        ○イ  令和 2 年度資金収支補正予算書（案）の承認について 

        ○ウ  社会福祉充実計画の変更について 

 

  ②決議があったものとみなされた日：令和 3 年 1 月 16 日（土） 

   決議事項を提案した者の氏名：理事長  福嶋 隆 

   議事録の作成に係る職務を行った者の氏名：理事長  福嶋 隆 

   承認事項 ○ア  令和 2 年度資金収支補正予算書（案）の承認について 

 

  ③日 時：令和 3 年 3 月 26 日（金）午後 2:00 ～ 午後 2:45 

   場 所：地域密着型特別養護老人ホームあさひ園みやじ 2 階交流室 

   出 席 者：評議員 6 名、理事 2 名、事務長、事務職員 1 名 

   承認事項 ○ア  令和 2 年度資金収支補正予算書（案）の承認について 

        ○イ  令和 3 年度事業実施計画書（案）の承認について 

        ○ウ  令和 3 年度資金収支予算書（案）の承認について 

        ○エ  定款変更（案）の承認について 

 

（３）監事監査の実施 

   新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の実施に伴い、平岡尚道監事および吉田

正範監事の自宅へ資料を送付し、電話等による質疑応答により令和 2 年 5 月 8 日（金）
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に法人及び法人が経営主体である各事業における令和元年度の会計及び会計以外の

業務全般について監事監査を実施しました。 

 

３．施設・事業所別事業実施報告について 

（１）特別養護老人ホームあさひ園について 

   令和 2 年度は「①入所者や利用者一人ひとりの生き方に寄り添いながら、最期まで

安心・安全なケアの提供と尊厳の保持と自立支援を行い、自分事として共感して接す

る姿勢を持ち、状態の変化に対して的確で柔軟性のある援助に努める。②地域に貢献

し、自らの機能を地域に還元できる施設づくりを目指す。③現場が求める人材の育

成・定着に向けて、誇りを持って働ける職場作りや継続して働き続けられる職場環境

づくりを行う。④自然災害発生対策や感染症の発生と拡大の防止、事故や苦情などに

柔軟に対応し、安全で安心した生活の提供を行う。⑤多様な価値観や生活環境などの

違いを理解した上で外国人介護技能実習生や介護人材の受け入れに関しての理解や

協働の実現に向けて長期的な育成・定着に努める。」を基本目標に利用者や家族、地

域から信頼され、安心・安全な毎日を過ごしてもらえるよう、取り組みを実施しまし

た。また、新型コロナウイルス感染症の発症の防止のため、今冬も厳重な感染対策を

実施し、短時間でのガラス越しの面会制限など、ご家族にご協力をいただきました。

そして、今年度は継続して働き続けられる職場環境づくりに取り組みましたが、人材

の安定的な確保にまでは至りませんでした。しかしながら、外国人介護技能実習生を

受け入れ、新たなる介護人材の確保に向けて取り組みました。 

   看護面においては、嘱託医と連携し入所者の健康管理及び異常の早期発見を行い、

他の専門医療機関へ受診し、疾病の重篤化の防止に努め、本人及び家族の望む治療や

退院後のケアも他の病院との連携を行うことで適切なケアを行うことができました。

今年度は年間を通して新型コロナウイルス感染症対策を行い、ご家族にもご協力いた

だき面会時間の制限等を行うことにより、インフルエンザやその他の感染症の発症者

もありませんでした。また、感染対策の強化と感染症蔓延防止を目的として、毎月の

勉強会で職員への感染症に対する知識の強化を図りました。看取り介護においては、

9 名の方に対し看取り介護を実施しました。実施にあたり、本人及び家族の希望に沿

った看取り介護を行うことができました。 

機能訓練面においては、生活リハビリの重要性を認識できる人材育成の取り組み

として特養職員へアンケート調査を行い理解度の把握に努め、その結果に応じて基

礎的な説明や実技指導を個別で行いました。また生活リハビリについてのケース入

力を確実に行うことを介護職員へ指導し、それにより観察力を高め関わり方につい

ての検討や工夫ができ、その結果が入所者の機能維持、向上へつながることを理解

できるよう働きかけました。今後も感染対応が続く中でも、生活リハビリを重視し

たケアが継続できるよう、また変化に早く気付き対応することで入所者の機能低下

を防止できるよう取り組んでいきたいと考えています。 

生活面においては、午後のふれあい活動を再開し、小グループにてレクリエーシ

ョンを実施し、入所者の気分転換を図ると共に表情や発語の促し等、身体機能維持

に努めました。また、入所者の生活の活性化を図ることを目的に、菜園や手芸など

入所者と職員で一緒に取り組み、苗植えや水やり、浅漬け作りなど行うことで楽し

さや充実感を感じることが出来ました。今後もレク係や委員会、各入所者担当職員

とで認知症予防と心身の活性化に繋がる取り組みを行なっていきます。外国人技能

実習生については、実習実施予定表を基に、職員への指導方法や従事する業務内容

の検討をする等、取り組みを継続していきます。 

   食事面においては、安全・安心を基本にした食事を提供し、旬の食材を使った料理

で、季節感を感じられるように努めました。また、入所者の誕生日には、ケーキと赤

酒の提供を行い、個別対応が必要な利用者への各食事提供時の対応と、重度化による
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嚥下困難の方には、とろみ剤の使用だけでなく、ミキサー食やミキサー固形食の他、

きざみ食へのあんかけを行いのど越し良くする等、食事内容の工夫を行ないました。

主食にプロテインパウダーを使用したたんぱく質の補給で、必要栄養量と喫食率を維

持・向上できるように取り組みました。 

   非常食は、停電時に刻み食やミキサー食に調理する機器が作動しない状況を想定し

て、やわらかく調理した固形のレトルト食品や、ミキサー食の製品、加熱不要のペー

スト食を組み合わせた非常食献立を作成し、それに基づいた納品管理を行ないました。 

   令和 2 年度新規の入所者は 13 名（Ａさん：医療機関、Ｂさん：在宅、Ｃさん：在

宅、Ｄさん：医療機関、Ｅさん：医療機関、Ｆさん：老健、Ｇさん：在宅、Ｈさん：

医療機関、Ｉさん：有料老人ホーム、Ｊさん：老健、Ｋさん：有料老人ホーム、Ｌさ

ん：在宅、Ｍさん：医療機関）でした。また、退所者は、死亡による退所が 11 名、

あさひ園みやじ転居のための退所者が 1 名、入院加療のための退所者が 1 名でした。 

   なお、入所者の状況（令和 3 年 3 月 31 日現在）については以下のとおりです。 

  ① 入所者数   ：50 名（定員 50 名） 

  ② 男女別    ：男性 4 名、女性 46 名 

  ③ 平均在所期間 ：4 年 10 ヶ月 

  ④ 平均年齢   ：87.8 歳 

  ⑤ 年齢区分   ：65 歳 ～ 69 歳（ 3名） 

            70 歳 ～ 79 歳（ 4名） 

            80 歳 ～ 89 歳（22名） 

            90 歳 ～ 99 歳（18名） 

            100 歳～    （ 3 名） 

  ⑥ 平均要介護度 ：要介護 4.3 

  ⑦ 要介護状態区分（※参考 1）  

            要介護 1（  0 名） 

            要介護 2（  0 名） 

            要介護 3（  8 名） 

            要介護 4（ 19 名） 

            要介護 5（ 23 名） 

  ⑧ 認知症状態区分（※参考 2）   

            自立  （  0 名） 

            ランクⅠ（  5 名） 

            ランクⅡ（ 10 名） 

            ランクⅢ（ 19 名） 

            ランクⅣ（ 13 名） 

            ランクＭ（  3 名） 

（※参考 1） 

○要介護 1：立ち上がるときや歩行が不安定。排泄や入浴などに一部介助が必要。 

○要介護 2：一人で立ち上がったり歩いたりできないことが多い。排泄や入浴などに一部

または全介助が必要。 

○要介護 3：一人で立ち上がったり歩いたりできない。排泄や入浴、着替えなどに全介助

が必要。 

○要介護 4：日常生活を送る能力がかなり低下。入浴や着替えの全介助、食事のときの一

部介助が必要。 

○要介護 5：生活全般にわたって全面的な介助が必要。意思の伝達がほとんどできない場

合が多い。 

（※参考 2） 

○ランクⅠ：何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立してい

る。 
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○ランクⅡ：日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られ

ても、誰かが注意していれば自立できる。 

○ランクⅢ：日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介

護を必要とする。 

○ランクⅣ：日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見ら

れ、常に介護を必要とする。 

○ランクＭ：著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必

要とする。 

《 主な行事実績 》 

4 月 
・リラクゼーションあさひの湯（花湯） 

・ひだまりの会(花祭り) 

5 月 

・リラクゼーションあさひの湯（菖蒲湯） 

・ドライブ：あじさい見学 

・ひだまりの会(新茶会) 

6 月 

・入所者健診 

・ドライブ：イ草見学 

・防災訓練 

・リラクゼーションあさひの湯（日本名湯巡り風呂） 

・ひだまりの会(ボーリング大会) 

7 月 

・創立記念行事(昼食会) 

・リラクゼーションあさひの湯（日本名湯巡り風呂） 

・ひだまりの会(七夕)  

8 月 

・リラクゼーションあさひの湯（ひまわり湯） 

・ひだまりの会(すいか割り) 

・家族会総会(文書送付) 

9 月 

・あさひ園敬老会   

・防災訓練 

・リラクゼーションあさひの湯（すすき湯） 

・ひだまりの会(風船バレー) 

10 月 
・リラクゼーションあさひの湯（日本名湯巡り風呂） 

・ひだまりの会(ミニ運動会) 

11 月 

・あさひ園作品展 

・短期入所アンケート調査 

・特養アンケート調査 

・入所者健診 

・リラクゼーションあさひの湯（日本名湯巡り風呂） 

・ひだまりの会(テーブルゲーム) 

12 月 

・防災訓練 

・リラクゼーションあさひの湯（ゆず湯） 

・ひだまりの会(クリスマス会) 

1 月 
・正月行事：ひだまりの会(あさひ神社参拝・書初め等) 

・リラクゼーションあさひの湯（日本名湯巡り風呂） 

2 月 
・リラクゼーションあさひの湯（ばんぺいゆ風呂） 

・ひだまりの会(節分) 

3 月 
・リラクゼーションあさひの湯（日本名湯巡り風呂：別府の湯） 

・ひだまりの会(ひな祭り) 
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（２）短期入所生活介護事業（含介護予防）について 

   短期入所生活介護は、「①家族介護の負担の軽減や利用者の自立支援や重度の方へ

の対応など利用者それぞれの状況に応じたケアの提供と自宅における環境や生活習

慣を考慮し、支援に努める。②在宅生活の継続ができるよう、専門的な知識の提供や

利用者や家族のニーズ・意向に沿ったサービスの提供に努める。」を基本目標に、ご

家族や他事業所等からの情報の収集に努め、利用者の心身の状態や病状などを把握し

状況に応じたケアを提供することで、在宅での生活が継続できるよう利用者やご家族

を支援しました。 

   令和 2 年度における利用延日数は 583 日、利用率は 31.71％となっており昨年度を

上回りました。今後もご家族や他事業所等との連携を取り、利用増に向けて取り組ん

でいきます。 

   令和 2 年度の利用実績は次のとおりです。 

                           （単位：日、％） 

 

利 用 延 日 数 利 用 率 

本年度 

実績(Ａ) 

前年度 

実績(Ｂ) 

対比 

（Ａ／Ｂ） 

本 年 度 利 用 率 前 年 度 利 用 率 

4 月 6 55 10.9 4.00 36.7 

5 月 2 0 0 1.00 0.0 

6 月 27 0 0 18.00 0.0 

7 月 97 2 4,850.0 62.28 1.3 

8 月 87 10 870.0 56.12 6.5 

9 月 64 12 533.3 42.00 8.0 

10 月 61 33 184.8 39.35 21.3 

11 月 59 19 310.5 39.00 12.7 

12 月 53 14 378.5 34.19 9.0 

1 月 38 25 152.0 24.51 16.1 

2 月 39 19 205.2 27.85 13.1 

3 月 50 13 384.6 32.25 8.4 

合計 583 202 288.6 平均 31.71 平均 11.1  

 ※ 上記の数値はショートステイ（定員 5 名）及び特養の空床ベッドを使用し、算出した

ものです。 

 

（３）通所介護事業について［含む第 1 号通所事業（介護予防通所介護相当サービス・お

達者クラブ）］ 

   高齢者が要介護状態になった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅に

おいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日

常生活上の援助及び機能訓練を実施し、利用者の機能維持並びに利用者家族の身体的

及び精神的負担の軽減に努めました。 

   今年度は新型コロナウイルス感染症予防対策の中で利用者の活動を行いました。あ

さひ園文化祭や八代市ふれあいフェスタなど中止になるなか、事業所のスペースを活

用し 3 密を避けながら、壁面作成など季節に応じた作品を作製し、毎月展示物を変更

することで季節の移り変わりを感じられるような環境づくりを行いました。 

   その他の活動としては生け花、書道などの外部から講師を招く活動はできませんで

したが、野菜の栽培と収穫、多数の人と接触が少ない桜の花見や紫陽花見物のバスハ

イクは行うことができましたが、10 月の買い物については、外部の人との接触が多い

と判断し感染症予防対策のため中止しました。今年度の新規事業である「ゆっくりと

した入浴サービスの提供」については、午前、午後に分けて、一度に浴室に誘う利用
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者の数を制限することで、物理的な環境を整え、精神的にもゆっくりとした入浴がで

きるよう。声掛けや利用者のペースに合わせたサービスを提供しました。 

   毎年実施している太田郷小学校 3 年生との交流活動においては、新型コロナウイル

ス感染症の状況を見ながら担任の先生と打ち合わせを行うところまでは実施してい

ましたが、感染症が収まらず実施できませんでした。新 1 年生への交通安全キーホル

ダープレゼントについては通所介護利用者や特にお達者クラブ利用者が中心となり

児童たちのよろこぶ顔を思い浮かべながら作成し、職員が新 1 年生担任の先生へ手渡

しました。地域とのつながりを保つことで、地域福祉の増進を図ることができるよう、

今後も少しずつ形を変えながらも継続していきたいと思います。 

   もう一つの新規事業の取り組みである、通信カラオケシステムを最大限に活用し集

団体操やレクリエーションを計画実施することについては、集団体操委員会を中心に

レクリエーション担当職員が楽しみながら心身機能を維持できるような活動内容を

毎月検討しながら計画的に実施することができました。 

   第 1 号通所事業の介護予防通所介護相当サービス・お達者クラブにおいては、利用

者の日常生活の状況、心身の状況及び本人や家族等の希望を踏まえ、個別の目標やそ

の目標を達成するための個別サービス計画を作成し、身体機能向上訓練、脳活性化ト

レーニング、集団訓練などを実施しました。 

   また、基本的に入浴サービスは実施していませんが、自宅での入浴がどうしても困

難な利用者には、実情に応じて入浴サービスを実施しており、年間通して 11 名の方

に実施しました。 

   利用実績については、令和 3 年 3 月末現在において、介護保険実利用者 83 名、延

利用者は 9,502 名、第１号通所事業（介護予防通所介護相当サービス・お達者クラブ）

の実利用者 53 名（うち介護予防通所介護相当サービス 4 名）、延利用者は 2,677 名（う

ち介護予防通所介護相当サービス利用者 287 名）でした。また、実績対比では、要介

護利用者が 59 名減少し対比は 99.4％で、介護予防通所介護相当サービス・お達者ク

ラブの実績対比は 353 名の増加で対比は 115.2％でした。 

   令和 2 年度は悪天候や新型コロナウイルス感染症予防対策による休業、利用者の利

用自粛などがあり、要介護利用者数が減少しましたが、介護予防通所介護相当サービ

ス・お達者クラブ利用者数の増加については、介護予防通所介護相当サービス利用者

が令和元年度上半期に 0名だったところ令和 2年度上半期の延利用者が 110名と増加、

年間を通しても延利用者が 353 名増加したことが要因と思われます。 

   また、令和 2 年 7 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで、令和 2 年 6 月 1 日厚生労働

省老健局総務課認知症施策推進室他事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護

サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて（第 12 報）」の通知を受け、

利用者、家族から書面による同意を得たうえで、令和 2 年 7 月 1 日から要介護利用者

の介護報酬（6～7 時間）を 1 ヶ月のサービス提供回数を 3 で除した数（端数切上げ）

と 4 回を比較し、少ない方の数について 2 区分上位の介護報酬（8～9 時間の報酬単価）

で算定をしたことが、要介護の通所介護利用者が延 59 名減少した状態でも増収につ

ながった要因の一つと思われます。 

《 要介護・利用実績 》      （単位：人） 

項 目 
（ 利 用 人 数 ） 

本年度実績（Ａ） 前年度実績（Ｂ） 増減（Ａ－Ｂ） 対比（Ａ／Ｂ）% 

4 月 784 813 △ 29 96.4 

5 月 747 837 △ 90 89.2 

6 月 813 770 43 96.0 
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7 月 821 847 △ 26 105.5 

8 月 773 809 △ 36 95.5 

9 月 784 799 △ 15 98.1 

10 月 863 789 74 109.4 

11 月 833 830 3 100.4 

12 月 793 851 △ 58 93.2 

1 月 720 728 △ 8 98.9 

2 月 719 712 7 101.0 

3 月 852 776 76 109.8 

合計 9,502 9,561 △ 59 99.4 

※ 令和 2 年 7 月 4 日は豪雨ために休業。 

  令和 2 年 8 月 27 日は通所職員の PCR 検査により自粛休業。 

  令和 2 年 9 月 7 日は台風のために休業。 

  令和 3 年 2 月 4 日は通所職員家族の PCR 検査により自粛休業。 

要介護・延利用者数
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《 介護予防通所介護相当サービス・お達者クラブ 》  （単位：人） 

項 目 
（ 利 用 人 数 ） 

本年度実績（Ａ） 前年度実績（Ｂ） 増減（Ａ－Ｂ） 対比（Ａ／Ｂ）% 

4 月 193 183 10 105.5 

5 月 192 172 20 111.6 

6 月 216 184 32 117.4 

7 月 219 201 18 109.0 

8 月 203 183 20 110.9 

9 月 221 198 23 111.6 

10 月 252 211 41 119.4 

11 月 231 187 44 123.5 

12 月 269 212 57 126.9 

1 月 210 194 16 108.2 

2 月 218 199 19 109.5 

3 月 253 200 53 126.5 

合計 2,677 2,324 353 115.2 
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介護予防通所介護相当サービス・お達者クラブ延利用者数
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《 令和 2 年度の主な行事実績 》 

月 行事内容 アクティビティー活動 

4 月 ・桜見物バスハイク 

・花祭り 

・壁面作成 

・キーホルダープレゼント 

5 月 ・新茶会・菖蒲湯 

・母の日プレゼント 

・野菜、花の植え付け 

・壁面作成 

6 月 ・紫陽花見物バスハイク 

・父の日プレゼント 

・運動会 

・壁面作成 

・太田郷小学校との交流会（中止） 

 

7 月 ・創立記念行事（中止） 

・七夕の集い 

・木工活動 

・壁面作成 

8 月 ・ミニ納涼祭 

・かき氷 

・野菜の収穫 

・壁面作成 

9 月 ・敬老会 ・壁面作成 

10 月 ・買物バスハイク（中止） ・壁面作成 

11 月 ・文化祭（作品展示のみ） ・干し柿作り 

12 月 ・ゆず湯 ・カレンダー作り 

1 月 ・初詣 ・節分のお面作り 

2 月 ・節分行事 ・雛人形作り 

3 月 ・皆勤賞表彰 

・ひなまつり会 

・桜見物バスハイク 

・壁面作成 

 ※ 但し、毎月の行事である誕生会・書道・生花・映画鑑賞等は除いています。 

 ※ 介護予防通所介護相当サービス・お達者クラブの活動も準じて実施しました。 

 

（４）訪問介護事業［含む第 1 号訪問事業（介護予防訪問介護相当サービス・えぷろんケ

アサービス）および障害福祉サービス］について 

   介護を必要とする高齢者や障害者が、住み慣れた地域や自宅で安心して暮らせるよ

う利用者の持っている力を最大限に尊重し、自分らしい生活ができるために、8 名の

訪問介護員が必要なサービスの提供に努めました。 

   継続計画である週 1 回のミーティングについては、経営理念及び行動規範の読み合

わせをすることで、利用者満足度の高いサービスの提供を意識付けするとともに、利

用者のニーズや問題点をいち早く検討・協議し、関係機関との迅速な連携を図ること

で、利用者に安心と安全の介護サービスの提供に努めました。また、あさひ園居宅介

護支援事業所及び地域包括支援センターのケアマネジャー等と月 1回行う合同ミーテ

ィングや、全事業所のケアマネジャーに発送するサービス提供状況報告書等を通して、
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個別援助計画の見直しや支援内容の情報の共有を積極的に協議する事で、質の高いサ

ービスの提供に努めました。 

   職員の資質向上については、年間研修計画に沿って月 1 回以上の勉強会を実施しま

した。 

   利用実績については、要介護認定の利用延べ人員（合計）は前年度実績対比で 345

名増えました。介護予防訪問介護相当サービス（介助対応型訪問サービス）利用者が

83 名増、障害は 40 名増となり、合わせて 468 名増加する結果となりました。活動延

べ時間（合計）は前年度実績対比で要介護が 286 時間増、介助対応型訪問サービスは

62 時間増加しました。障害福祉サービスは 92 時間、合わせて 440 時間増加する結果

となりました。1 号訪問事業（えぷろんケアサービス）の実績は、利用延べ人員は 60

名増延べ時間が 58 時間増加となりました。 

   実績としては、要介護認定の利用者及び第 1 号訪問事業（介護予防訪問介護相当サ

ービス・えぷろんケアサービス）の利用者ともに増加することとなりました。入院の

長期化や有料老人ホーム等の施設へ入居するケースもありましたが積極的に利用者

の受け入れをしたことにより増加することとなりました。 

   障害福祉サービスの利用実績のついても、少し増加する結果となりました。今後の

利用者受け入れについても可能な限り対応できる体制を整えていきます。 

《 要介護認定利用実績 》    （単位：人、時間） 

 利用者延べ人員 活動延べ時間 

本年実績 

（Ａ） 

前年実績 

（Ｂ） 

増 減 

(Ａ－Ｂ） 

本年実績 

（Ａ） 

前年実績 

（Ｂ） 

増 減 

（Ａ－Ｂ） 

4 月 403 333 70 330 273 57 

5 月 371 335 36 308 264 44 

6 月 418 339 79 343 272 71 

7 月 421 386 35 347 296 51 

8 月 415 398 17 341 314 27 

9 月 392 386 6 320 304 16 

10 月 427 425 2 348 339 9 

11 月 419 411 8 333 329 △4 

12 月 454 435 19 355 346 9 

1 月 391 343 48 301 284 17 

2 月 369 339 30 282 270 12 

3 月 434 439 △5 330 353 △23 

合計 4,914 4,569 345 3,934 3,648 286 

 

《 介護予防訪問介護相当サービス利用実績 》    （単位：人、時間） 

 利用者延べ人員 活動延べ時間 

本年実績 

（Ａ） 

前年実績 

（Ｂ） 

増 減 

(Ａ－Ｂ） 

本年実績 

（Ａ） 

前年実績 

（Ｂ） 

増 減 

（Ａ－Ｂ） 

4 月 26 27 △1 26 27 △1 

5 月 35 31 4 35 31 4 

6 月 42 24 18 42 24 18 

7 月 33 27 6 33 27 6 

8 月 36 27 9 36 27 9 
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9 月 33 26 7 33 26 7 

10 月 35 34 1 35 34 1 

11 月 33 24 9 33 24 9 

12 月 30 32 △2 30 32 △2 

1 月 30 39 △9 30 39 △9 

2 月 37 14 23 37 35 2 

3 月 40 22 18 40 22 18 

合計 410 327 83 410 348 62 

 

《 えぷろんケアサービス利用実績 》 （単位：人、時間） 

 利用者延べ人員 活動延べ時間 

本年実績 

（Ａ） 

前年実績 

（Ｂ） 

増 減 

(Ａ－Ｂ） 

本年実績 

（Ａ） 

前年実績 

（Ｂ） 

増 減 

（Ａ－Ｂ） 

4 月 73 95 △22 73 95 △22 

5 月 66 88 △22 66 88 △22 

6 月 74 59 15 74 59 15 

7 月 78 60 18 78 60 18 

8 月 70 55 15 70 55 15 

9 月 69 56 13 69 56 13 

10 月 75 66 9 75 66 9 

11 月 66 67 △1 66 67 △3 

12 月 75 68 7 75 68 7 

1 月 74 68 6 74 68 6 

2 月 72 66 6 72 66 6 

3 月 80 64 16 80 64 16 

合計 872 812 60 870 853 58 

 

《 障害福祉サービス利用実績 》    （単位：人、時間） 

 利用者延べ人員 活動延べ時間 

本年実績 

（Ａ） 

前年実績 

（Ｂ） 

増 減 

（Ａ－Ｂ） 

本年実績 

（Ａ） 

前年実績 

（Ｂ） 

増 減 

（Ａ－Ｂ） 

4 月 38 25 13 39 25 14 

5 月 35 22 13 36 22 14 

6 月 40 23 17 40 24 16 

7 月 39 31 8 39 31 8 

8 月 39 39 0 39 39 0 

9 月 34 37 △3 34 35 △1 

10 月 39 38 1 39 43 9 

11 月 37 40 △3 37 42 △3 

12 月 38 39 △1 38 41 7 

1 月 34 39 △5 34 43 6 

2 月 32 35 △3 32 37 6 

3 月 39 36 3 39 39 16 

合計 444 404 40 667 575 92 
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（５）障害者（児）指定特定相談支援事業について 

   現在、相談支援専門員 1 名で障がい者（児）の自立した日常生活を支え、適切なサー

ビス利用のために、サービス等利用計画を作成、モニタリング期間に合わせサービス実

施状況および本人に生じている課題等を評価しながら、その方々に合わせた相談支援を

行っています。 

   障がい児の計画作成件数が昨年より増えた要因として、保育所等の現場から家族への

本児の特性等の指摘や受診の相談が増え、家族も発達障害等への理解も進み、受診への

抵抗感も減少と障がい者支援の利用の垣根も低くなってきた事も伺えます。 

   そのような状況から、早い時期に利用したいという家族の希望に合わせて対応をした

こと、また、各関係機関との連携も図り信頼関係を結んだ結果、全体的な計画作成件数

は増加しています。 

   今後も積極的な新規計画相談の受け入れを行い、障がい者（児）の不安や心配事の解

消につなげていきます。なお、実績は下記のとおりです。 

《 障害サービス利用等計画作成件数 》 

 障害者 障害児 モニタリング 合計 

本年 前年 本年 前年 本年 前年 本年 前年 増減 

4 月 4 1 16 6 16 9 36 16 20 

5 月 1 4 5 3 11 13 17 20 △3 

6 月 1 1 10 3 18 16 29 20 9 

7 月 3 1 10 3 14 16 27 20 7 

8 月 4 2 11 8 15 12 30 22 8 

9 月 4 2 13 8 19 14 36 24 12 

10 月 5 4 12 7 20 16 37 27 10 

11 月 2 4 10 5 24 17 36 26 10 

12 月 1 3 6 6 23 22 30 31 △1 

1 月 2 4 5 7 17 15 24 26 △2 

2 月 3 2 10 6 12 13 25 21 4 

3 月 2 3 13 4 15 21 30 28 2 

合計 32 31 121 66 204 184 357 281 76 

 

（６）八代市第 2 地域包括支援センター（やまびこ）（包括的支援事業、指定介護予防支援

事業）について 

   高齢者が住みなれた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続することをめざした

「地域包括ケアシステム」の構築を図るために事業を展開してまいりました。 

   高齢者の福祉や医療、介護予防、そして権利を守るための地域の拠点として①介護予

防マネジメントの業務、②総合相談支援業務、③権利擁護業務、④包括的・継続的ケア

マネジメントを保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の三職種 4 名と介護支援専門

員 3 名、事務職員 1 名を配置し、龍峯、太田郷、千丁、昭和校区の地域包括ケアを支え

る中核機関としての活動を行ってきました。このほか、「在宅医療・介護連携の推進」

「生活支援サービスの体制整備」「認知症施策の推進」「地域ケア会議の推進」に行政と

連携して取り組みました。 

   今年度は、新型コロナウイルス感染症予防の観点から、計画していた研修会や交流会

等の事業は規模を縮小するなどしてできる範囲で実施しました。 

  ① 介護予防ケアマネジメント業務 

   ア）介護予防事業について 

     やつしろ元気体操教室と介護予防教室の委託を受け、各教室を開催しました。新

型コロナ感染症予防のため、開催できない期間は、電話等で健康状態の確認や介護

予防の取り組みの声掛けをしました。なお、実績は下記のとおりです。 
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《 令和 2 年度やつしろ元気体操教室参加者数 》（単位：名） 

一般高齢者 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 計 

千丁コミセン 0 0 101 27 0 0 85 78 63 0 0 88 442 

太田郷コミセン 0 0 28 0 0 0 26 21 12 0 0 32 119 

市民プール 0 0 28 9 0 0 0 4 0 0 0 12 53 

第 2 包括 0 0 17 0 0 0 16 23 9 0 0 15 80 

龍峯コミセン 0 0 10 0 0 0 6 6 2 0 0 6 30 

 

《 介護予防教室実施内容 》 

開 催 日 団体名 参加人数 

10 月 14 日（水） 大手横松サロン介護予防教室 22 人 

12 月 10 日（木） 昭和校区ふれあい員研修会 17 人 

 

   イ）指定介護予防支援事業・第１号介護予防支援事業について 

     指定介護予防支援業務では、高齢者ができる限り要介護状態にならないで、自立

した日常生活を営むことができるよう支援しました。介護予防・日常生活総合事業

（総合事業）や地域の社会資源等の多様なサービスを利用することにより自分らし

い生活の継続ができるようにしました。なお、実績は下記のとおりです。 

《 令和 2 年度請求実績（指定介護予防事業）》 （単位：件） 

項目 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 計 
自
セ
ン
タ
ー
請
求

実
績 

前年度 

実績 

予防 95 94 95 100 98 103 100 99 103 107 107 107 1,208 

総合 149 147 147 148 151 144 136 140 134 133 128 129 1,686 

介護予防 110 113 120 120 117 113 112 105 109 112 106 109 1,346 

総合事業 126 122 131 138 132 134 138 141 140 139 141 145 1,627 

合計 236 235 251 258 249 247 250 246 249 251 247 254 2,973 

委託分 
予防 24 24 23 23 26 24 23 24 24 22 25 31 293 

総合 22 19 19 17 15 17 16 17 15 15 15 15 202 

圏域内合計 282 278 293 298 290 288 289 287 288 288 287 300 3,468 

 

  ② 総合相談支援及び権利擁護業務について 

    高齢者に対するワンストップサービスの拠点であることを念頭に置き、総合相談支

援業務や高齢者の権利擁護業務を行いました。どのような相談に対してもスムーズな

対応ができるよう、体制作りを行うことによって、介護・福祉に関する相談や認知症

に関する相談等の対応を行いました。困難で複雑な課題を抱える相談に対しては「地

域ケア会議」「困難事例検討会」を開催し多職種から助言をいただき課題解決にあた

りました。なお、相談件数の実績は下記のとおりです。 

《 令和 2 年度の相談件数 》       （単位：件） 

相談内容 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 

月 

11 

月 

12 

月 

1 月 2 月 3 月 計 

介護保険等福祉に関する 92 92 106 153 154 138 157 99 93 126 133 116 1,459 

保健・医療に関する 20 14 11 37 23 25 42 18 17 28 26 31 292 

施設入所・退所に関する 16 7 13 21 16 20 13 14 10 10 12 8 160 

介護予防サービスに関する 4 8 14 8 16 24 26 9 1 16 15 2 143 

福祉用具の購入・貸与に関する 6 8 5 7 7 8 23 5 10 22 16 20 137 

住宅改造・改修に関する 2 13 5 5 9 4 18 14 18 21 8 12 129 

苦情相談に関する 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 5 
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認知症に関する 15 12 9 24 33 19 25 21 20 11 19 20 228 

その他 10 4 14 29 18 13 32 9 18 6 3 6 162 

高齢者虐待に関する 2 1 3 4 8 6 5 3 0 5 3 1 41 

権利擁護・成年後見に関する 1 1 5 1 1 2 2 5 1 0 4 2 25 

消費者被害に関する 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

介護支援専門員の個別指導 1 0 0 1 7 3 3 0 0 1 3 5 24 

支援困難事例等への相談・指導 0 0 0 2 1 2 2 0 0 1 2 2 12 

合  計 169 160 185 293 295 264 348 197 188 247 246 225 2,817 

 

  ③ 包括的継続的支援業務について 

   ア）家族介護者交流事業（オリーブの会）について 

    「オリーブの会」として発足した家族介護者の会を基盤にし、学習会と座談会を開

催しました。新型コロナ感染症予防対策のため時間を制限しての実施でしたが、感

染症予防に努めて、家族介護者同士の意見交換や助言を行うことで介護者の精神的

負担の軽減を図りました。なお、実績は下記のとおりです。 

開 催 日 場 所 参加数 内   容 

6 月 18 日（木） 第 2 包括 12 名 コロナ自粛中の介護について・座談会 

7 月 16 日（木） 第 2 包括 10 名 水害について・座談会 

10 月 15 日（木） 第 2 包括 9 名 座談会 

 

   イ）認知症サポーター養成講座について 

     認知症に対する地域住民への啓発活動を強化するための認知症サポーター養成

講座を行いました。なお、実績は下記のとおりです。 

《 認知症サポーター養成講座 》 

開 催 日 場 所 参加人数 団体名 

10 月 1 日 第 2 中学校 132 人 第 2 中学校 3 年生 

 

   ウ）運営協議会等の開催について 

     新型コロナ感染予防のため運営協議会は開催できませんでした。なお、主任ケア

マネ連絡会議、地域密着型事業所との情報交換会は少人数で開催しました。この他

にアンケートや電話等で意見聴取を行いました。 

 

  ④ 広報活動について 

    地域包括支援センターの役割について広報誌、ホームページ、民生委員定例会出席

において広報を行いました。また、地域の住民の方々や関係機関に対して「包括だよ

り」、ケアマネジャーに対して「やまびこ通信」を発行しました。配布や回覧板を利

用するなどして、積極的に周知活動に努めました。 

 

  ⑤ 新たな取り組みについて 

   ア）認知症になっても安心して暮らせるよう世代間交流ができる地域づくりを目指し、

第 2 中学校 3 年生に向けて講義・読み聞かせ・劇を交えて認知症サポーター養成講

座の開催を行いました。 

   イ）共生社会の実現に向けて、地域包括支援センターの役割を考え多職種での事例検

討会を行いました。 

 

開 催 日 場 所 参加人数 団体名 

4 月 16 日（木） 第 2 包括 10 名 
第 2 地域包括・あさひ園特定相談支

援 
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11 月 20 日（金） 太田郷コミセン 15 名 
民生委員・圏域居宅ケアマネジャ

ー・社協・特定相談支援・地域包括 

 

（７）居宅介護支援事業について   

   被保険者が、介護が必要な状態になっても住み慣れた地域でいきいきと暮らしてい

ただけるよう配慮しながら、基本倫理である「自立支援」「人権擁護」「利用者主体」

「公平性」「中立性」「法令遵守」「秘密保持」等に徹し、総合的かつ効果的なサービ

スの提供を目指したプランの作成に努めました。予防プランについては、6 箇所の地

域包括支援センターと連携を密にとりながら、必要なサービスが切れ目なく提供さ

れるよう自立支援を主眼としたプランを作成しました。 

   ケアマネ 8 名体制でチームワークをとりながら、新人ケアマネジャーのフォローも

行いつつ、各自の質の向上に努めています。法人の新しい事業に向けての人事異動に

伴う人員減と、新人ケアマネジャーの力量不足等の理由で、担当件数が伸ばせなかっ

たことが理由で請求数が前年度比を下回った結果になりました。予防プランについて

は、委託元の地域包括支援センターの事情等で委託されない方向が続いているため横

ばいで推移しています。 

   なお、令和 2 年度の実績については、以下のとおりです。 

① 個別性の高いケアプランづくりについて 

    利用者及び家族の意向を丁寧に聞き取ることで、より個別性の高いケアプラン作

りに努めました。 

② ケアプランの質的向上について 

    法令遵守に努めながら定期的なモニタリングを行うとともに、支援経過を詳細に

記録しました。また、誤字脱字がないように注意し、簡潔な記録及び他人に見せる

記録を意識していますが、未入力や未チェックのものもありますので、引き続き記

録を完結するよう努めます。 

③ サービス担当者会議開催について 

    新規利用やサービス変更時には確実に開催し、欠席者への対応も「照会票」等で

行いました。認定更新時等については、新型コロナウイルス感染症防止対策により、

関係者が一堂に会しての会議等を避け、照会票による対応を多く行いました。 

④ 苦情について 

    利用者家族より、職員の接遇に関する事項とサービス内容に関する事項に関して

の苦情がありました。利用者や家族からの意見・苦情については、真摯な態度で、

解決に向け迅速かつ的確に対応し記録しました。 

⑤ 広報紙「居宅だより」の発行について 

    広報のための「居宅だより」を 2 か月に 1 回発行しています。地域福祉に関する

知識や情報、介護保険サービス等についての紹介、介護予防の取り組みや健康管理

に関すること等を分かりやすく、見やすい形で利用者や家族へ発信しました。今後

も紙面の充実を図りながら介護保険制度の正しい活用方法等の周知や話題づくり

に努めます。 

⑥ 自己評価や利用者アンケートの実施について 

    今年度の自己評価は 6 月に、ケアマネジメントに対する自己評価を行いました。

新人ケアマネジャーも入職したので各ケアマネジャーも初心に返る目的で実施し、

各自の課題を意識できました。 

    なお、利用者へのアンケートについては、2 月～3 月にかけて実施。回収率 86.5％

となり、温かいお言葉や厳しい意見もいただき、今後のケアマネジメントや対応等

に反映して行きたいと思います。 
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  ⑦ 研修会や勉強会について 

    特定事業所加算を取得するための事業所体制を継続しており、週 1 回の勉強会も

内容を充実させ、困難事例の検討・問題点の解決・疾患についての勉強会・課題整

理総括表の学習会・情報交換の場等に活用しました。新型コロナウイルス感染症防

止対策により各種研修会はほぼすべて中止になっております。 

  ⑧ 家族介護者の会（オリーブの会）サポートについて 

    毎月、第 2 地域包括支援センターが主催する家族介護者の会(オリーブの会)に出

席し、家族が抱える精神的・身体的負担を直接耳にすることで、ストレスが少しで

も軽減できるような助言や提案を行っていましたが、こちらも新型コロナウイルス

感染症防止対策により、中止を余儀なくされ開催回数は 3 回でした。 

  ⑨ 地域包括支援センターとの連携について 

    6 つの包括支援センターと連携し、利用者に必要なサービスが切れ目なく提供で

きるよう支援しました。上半期は地域包括支援センター主催の研修会や勉強会・情

報交換会等が中止になり、連携の機会も少なく委託を受けていない包括支援センタ

ーとの連携は薄い状況でした。下半期もさらに新型コロナウイルス感染症の拡大に

て、研修会等も引き続き中止となり、連携をとることがますます難しい状況となり

ました。 

  ⑩ 介護予防マネジメントについて 

    現在、4 つの地域包括支援センターより予防プランの委託を受けており、委託元

地域包括支援センターとは、より密に連携しています。 

  ⑪ 書類チェックについて 

    月ごとのチェック表を用いて、業務の見える化を図っています。認定期間終了ご

とに書類チェック(ファイル整理)を実施していますが、支援経過入力等が完了して

いない者もおり、書類整理実施状況にはばらつきがありました。 

  ⑫ 他法人との合同事例検討会・研究会について 

    事業所加算の条件の一つである他法人が運営する事業所との合同の事例検討会

開催についても、新型コロナウイルス感染症防止対策により上半期は開催できませ

んでした。下半期中に面会や入室制限が緩和される時を見計らい、最小の人数で 1

回だけ、開催する事が出来ました。 

⑬ 誕生月のプレゼントについて 

    今年度は「プラスチックコップ」をプレゼントしており、利用者の状況に応じて

蓋つきにしたり広口にしたりして選定し、使用状況を想定して渡すことで利用者に

喜んでいただいています。 

  ⑭ 今年度の新たな取り組みについて 

    振り返りの事例検討会を月 1 回開催し、支援の方向性やケアプランの効果を検証

し、各介護支援専門員の対人援助技術やケアマネジメントの質の向上につなげまし

た。 

    新人教育に関して、主任介護支援専門員を中心に多くの時間を費やして指導し新

しいチーム作りに力を入れましたが、業務の習得が困難ということで新人の退職と

いう結果になりました。 

 

 

 

 

 

 



 １８ 

            《 令和 2 年度実績 》    （単位：件、％） 

項目 

請 求 実 績（介護プラン） 請 求 実 績（予防プラン） 

本年度

実 績

(A) 

前 年 度

実績(B) 

増 減 

（A-B） 

対  比

（A/B） 

本 年 度

実績(C) 

前 年 度

実績(D) 

増 減 

（C-D） 

対  比

（C/D） 

4 月 195 225 △30 86.7 12 11 1 109.0 

5 月 188 222 △34 84.7 12 12 0 100.0 

6 月 192 220 △28 87.3 11 12 △1 91.7 

7 月 192 228 △36 84.2 10 11 △1 90.9 

8 月 195 226 △31 86.3 12 9 3 133.3 

9 月 185 224 △39 82.6 14 10 4 140.0 

10 月 200 219 △19 91.3 13 10 3 130.0 

11 月 198 217 △19 91.2 13 9 4 144.4 

12 月 198 211 △13 93.8 10 9 1 111.1 

1 月 191 207 △16 92.2 9 9 0 100.0 

2 月 188 199 △11 94.4 9 10 △1 90.0 

3 月 186 189 △3 98.4 9 12 △3 75.0 

合計 2,308 2,587 △279 89.2 134 124 10 108.1 

 

（８）地域密着型特別養護老人ホームあさひ園みやじについて 

   新規事業整備の「地域密着型特別養護老人ホームあさひ園みやじ」建設につきまして

は、毎週開催された「新築工事定例会議」へ出席し、工程管理の照合や工事の進捗状況

の確認等を行いながら、職員採用の面接や事業計画作成、各種申請書、備品発注、入所

判定会議等事業開始に向けての準備を行ってきました。風水害の影響や地域住民とのト

ラブル等も無く、令和 2 年 12 月中旬に完成し、下水道工事の確認検査後の 2 月 1 日に

事業を開始することが出来ました。 

   基本方針として『生きていること、生きてきたこと、生きていくことに寄り添いなが

ら、お一人おひとりの暮らしの継続をサポートすることで、日々、心豊かに過ごしてい

ただけるように、まごころこめて、笑顔あふれる「あさひ園みやじ」をつくろう』及び

『自分が暮らしたい、自分の大切な人を住まわせたい、そんな「あさひ園みやじ」をつ

くろう』を掲げ、①入居者個々の特性に合わせた個別支援を提供します。②入居者家族

との連携に努め信頼関係を構築します。③地域福祉の拠点としての基盤を作ります。④

施設の設備及び住まいとしての環境作りを行います。の４点を運営方針として事業をス

タートさせました。全室個室で 1 ユニット 9～10 名、専属の職員が対応するユニットケ

アを行っています。ユニット名「やすらぎの郷」10 名、「なごみの郷」10 名、「ひだま

りの郷」9 名の入居で、3 月 2 日には 29 床満床となりました。入居者様の安心・安全を

第一に考え、職員間の連携を図り、協力しながらケアに取り組んでいます。 

   新型コロナウイルス感染予防対策のため、家族の面会制限、外部からの立ち入り規制

も実施していますので、地域との連携は思うようにできませんでした。今後、新型コロ

ナウイルス感染拡大状況やワクチン接種状況も考慮しながら、対応を考えていきたいと

思います。 

   医療・看護面においては、入居時健診を地域の熊本総合病院附属クリニックの協力の

もとに実施し、嘱託医と連携しながら入居者様の健康管理及び異常の早期発見並びに他

医療機関への受診で疾病の重篤化防止に努めました。口腔ケアにおいては、さくら歯科

の協力のもと介護と看護で連携し合い口腔ケアの徹底を目指しています。 

   機能訓練面においては、入居者様の日常生活動作の維持・向上及び生活の質向上、認

知症進行予防、楽しみのためにレクリエーション活動や周回歩行訓練、買物訓練を実施
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しました。状態に合わせた福祉用具の選定も行いながら、今後もさらに活動の幅を広げ

て暮らしの継続の支援を行ってまいります。 

   食事面においては、「おいしい食事づくり」を目標に掲げて、個々の希望や嗜好も聞

き入れながら、旬の食材、地産地消で季節を感じられるよう配慮して手作りで提供して

います。食事形態も個別対応で、状態に合わせた迅速な対応や、好みも取り入れ食事の

変更等も随時行っています。入居者様の誕生日には、手作りケーキを囲み皆でお祝いす

る場面もあります。入居前は流動食だった方が、「ご飯を食べたい」との希望により普

通食へ移行できた事例もあります。 

   令和 2 年度新規の入居者は 29 名、退居者は状態変化による入院（後死亡）1 名（谷

口和則様）でした。 

   なお、入居者の状況（令和 3 年 3 月 31 日現在）については以下のとおりです。 

  ① 入居者数   ：28 名（定員 29 名） 

  ② 男女別    ：男 6 名 女 22 名 

  ③ 年齢区分   ：70 歳 ～ 79 歳（ 3名） 

            80 歳 ～ 89 歳（15名） 

            90 歳 ～ 99 歳（ 9名） 

            100 歳～    （ 1 名） 

  ④ 平均要介護度 ：4.07 

  ⑤ 要介護状態区分：要介護 3（ 6 名） 

            要介護 4（14 名） 

            要介護 5（ 8 名） 

 

《 主な行事実績 》 

2 月 集団レクレーション（自己紹介） 

3 月 

お料理当番 

集団レクレーション（体操・歌・茶話会） 

千里の道も一歩から（歩行訓練） 

花見 

   

４．地域とのふれあい（交流）活動について 

（１）ボランティアの受け入れと各種行事協賛について 

令和 2 年度におけるボランティアの受け入れは、次のとおりです。 

   あさひ園家族会様、花いち様、ケアパーク様、ミタカ様、クワハラエレクトロン様、

日本製紙八代サポート様、有限会社グロリア様、小林商店様、福島牧場様にご協力・

ご協賛していただきました。 

（２）施設実習・研修生の受け入れについて 

   令和 2 年度は新型コロナウイルス感染症予防対策のため、研修・実習施設として、

各種学校等の受け入れを自粛しております。今後は、感染対策や感染状況に応じた、

施設実習・研修生の受け入れを行い、当法人の「指導する立場の職員育成」や「自覚、

誇り」の高揚につなげていきます。 

 

５．職員の採用及び退職について 

（１）令和 2 年 4 月 1 日付採用の職員 

  ① 特養看護職員  1 名 

（２）職員の採用及び退職について 

  ① 令和 2 年 4 月 1 日現在の職員数 79 名 

（うち正職員数 57 名、非常勤職員数 22 名） 
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正 職 員 非 常 勤 職 員 

採 用 退 職 採 用 退 職 

（ 特 養 介 護 職 員 ） 

1 名 

（ 特 養 看 護 職 員 ） 

1 名 

（ 通 所 介 護 職 員 ） 

2 名 

（居宅介護支援専門員） 

1 名 

 

（ 特 養 介 護 職 員 ） 

1 名 

（居宅介護支援専門員） 

1 名 

 

 

（ 特 養 介 護 職 員 ） 

2 名 

（ 特 養 介 護 補 助 職 員 ） 

2 名 

（ 通 所 介 護 職 員 ） 

2 名 

（みやじ看護職員） 

2 名 

（みやじ介護職員） 

12 名 

（みやじ生活相談員） 

1 名 

（みやじ施設ケアマネ） 

1 名 

（みやじ管理栄養士） 

1 名 

（みやじ調理員） 

4 名 

（みやじ事務職員） 

1 名 

（外国人技能実習生） 

2 名 

（居宅介護支援専門員） 

1 名 

（ 特 養 介 護 職 員 ） 

6 名 

（ 特 養 看 護 職 員 ） 

1 名 

（ 通 所 介 護 職 員 ） 

3 名 

（ 通 所 看 護 職 員 ） 

1 名 

（ 特 養 介 護 補 助 職 員 ） 

1 名 

（居宅介護支援専門員） 

1 名 

（みやじ看護職員） 

1 名 

 

 

  ② 令和 3 年 3 月 31 日現在の職員数 99 名（3 月 31 日退職者を除く） 

（うち正職員数 60 名、非常勤職員数 39 名） 

 

６．職員の勤務条件の改善について 

（１）職員の健康診断を 6 月に実施するとともに、事故防止の徹底と定期健康診断受診後

のフォローアップ対策、腰痛予防対策、園内感染予防対策、その他衛生環境の整備等

について、毎月衛生管理委員会および感染症対策委員会を開催し、職員の健康増進と

職場衛生環境の改善に取り組みました。 

   また、改正労働安全衛生法に基づきストレスチェックを実施するとともに、情報を

収集し全事業所で共有することにより、迅速かつ的確な対応に努めました。さらに、

毎月定期的に嘱託医師による「健康相談の日」を設け職員の健康増進に努めました。 

   なお、新型コロナウイルス感染症予防対策のため、頻繁に感染症対策委員会を開催

し、利用者家族等の面会制限、役職員の出勤管理及び関係機関や取引業者への対応等

について協議しました。 

（２）職員の勤務体制について、変形労働時間制による年次有給休暇の消化率は、当年付

与日数換算で 63.81％（12 月 31 日現在）（前年度 70.41％）となっており、職員 1 人

あたりの消化日数は平均で 10.55 日（前年度 11.46 日）となりました。 

（３）職員の給与体系については、より一層個人の能力や業績が適正に反映される給与体

系となるよう、Ｄｏ-ＣＡＰシート及び人事考課制度の適正な運用に努めました。ま



 ２１ 

た、新入職員を対象とした当法人の人事考課制度の仕組み及びＤｏ-ＣＡＰシートへ

の記入方法についての研修、新考課者を対象とした考課方法・指導方法等についての

研修を実施しました。 

 

７．職員の資質向上対策について 

（１）全体職員研修会及び経営会議の実施について 

   定期的に全体職員研修会及び経営会議を実施し、各施設・事業所間の連携を強化す

るとともに、職員研修委員会において、より一層充実した研修計画を策定・実践する

ことにより、社会福祉事業に従事する者に求められる知識や技術を習得し、業務遂行

上の問題点や課題の把握により、入所者や利用者に対する処遇改善に取り組みました。 

   なお、令和 2 年度の全体職員研修会は、外部講師による高齢者の権利擁護及び口腔

ケアについての研修会並びに包括支援センターと特定相談支援事業所による事例発

表会を開催しました。 

（２）事業所別勉強会の実施について 

   利用者や入所者に対して、より一層高度・専門的な介護サービスを提供するために、

事業所別にミーティングや勉強会等を実施し、職員の資質向上と連帯意識の高揚に努

めました。 

（３）会議・研修会への参加について 

   新型コロナウイルス感染症の影響で熊本県をはじめ、行政機関や各種社会福祉団体

が主催する会議・研修会について、ほとんどが中止されることとなりましたが、比較

的感染者数が少なかった 11 月と 3 月に数回参加することができました。 

 

８．固定資産の取得及び処分について 

（１）固定資産の取得について 

  ① 第一拠点 

資 産 の 種 類 名   称 取 得 年 月 取 得 価 格 

器具及び備品 車椅子スケール 令和 2 年 8 月 198,000 円 

器具及び備品 液晶テレビ 65 型 令和 2 年 9 月 138,600 円 

ソフトウェア 勤怠管理ｼｽﾃﾑ「ｸﾛﾉｽ」 令和 2 年 9 月 579,700 円 

器具及び備品 非常用ガス発電機 令和 2 年 10 月 354,530 円 

器具及び備品 解析付き心電計 令和 2 年 11 月 935,000 円 

器具及び備品 ドラム式洗濯乾燥機 令和 2 年 11 月 164,000 円 

器具及び備品 食器洗浄機 令和 3 年 1 月 550,000 円 

器具及び備品 テーブル 3 台 令和 3 年 1 月 476,850 円 

車両運搬具 ミライース（中古車） 令和 3 年 3 月 860,000 円 

器具及び備品 ノートパソコン 令和 3 年 3 月 129,140 円 

器具及び備品 プロジェクター 令和 3 年 3 月 127,723 円 

器具及び備品 居宅パソコン 令和 3 年 3 月 139,644 円 

合 計   4,653,187 円 

 

  ② 第二拠点 

資 産 の 種 類 名   称 取 得 年 月 取 得 価 格 

器具及び備品 みやじパソコン 7 台 令和 2 年 11 月 1,100,330 円 

器具及び備品 スチームコンベクション 令和 2 年 12 月 488,030 円 

器具及び備品 電解酸性水生成装置 令和 2 年 12 月 316,930 円 



 ２２ 

器具及び備品 食器洗浄機 令和 2 年 12 月 678,670 円 

器具及び備品 温冷配膳車 3 台 令和 3 年 1 月 1,528,440 円 

器具及び備品 ソイルドテーブル 令和 2 年 12 月 111,520 円 

器具及び備品 厨房用ガステーブル 令和 2 年 12 月 107,230 円 

器具及び備品 食器消毒庫 令和 2 年 12 月 316,930 円 

器具及び備品 食器消毒庫 令和 2 年 12 月 127,730 円 

器具及び備品 食器消毒庫 令和 2 年 12 月 498,040 円 

器具及び備品 冷凍冷蔵庫 令和 2 年 12 月 424,650 円 

器具及び備品 冷凍冷蔵庫 令和 2 年 12 月 687,720 円 

器具及び備品 冷凍冷蔵庫 令和 2 年 12 月 529,020 円 

器具及び備品 冷凍冷蔵庫 令和 2 年 12 月 337,900 円 

器具及び備品 冷凍冷蔵庫 令和 2 年 12 月 312,650 円 

器具及び備品 冷凍冷蔵庫 令和 2 年 12 月 184,440 円 

器具及び備品 応接用椅子 令和 2 年 12 月 163,080 円 

器具及び備品 応接サイドボード 令和 2 年 12 月 181,488 円 

器具及び備品 金庫 令和 2 年 12 月 227,046 円 

器具及び備品 テーブル 令和 2 年 12 月 119,900 円 

器具及び備品 タイムレコーダー 令和 3 年 1 月 258,280 円 

器具及び備品 食品庫エアコン 令和 3 年 1 月 122,540 円 

器具及び備品 液晶テレビ 3 台 令和 3 年 1 月 418,704 円 

器具及び備品 冷蔵庫 5 台 令和 3 年 1 月 1,072,500 円 

器具及び備品 車椅子スケール 令和 3 年 1 月 198,000 円 

器具及び備品 入浴用車椅子 令和 3 年 1 月 102,300 円 

器具及び備品 入浴用車椅子 2 台 令和 3 年 2 月 1,100,000 円 

器具及び備品 電動ベッド 20 台 令和 3 年 2 月 5,512,100 円 

器具及び備品 電動ベッド 9 台 令和 3 年 2 月 2,708,145 円 

器具及び備品 マットレス 2 台 令和 3 年 2 月 239,800 円 

器具及び備品 マットレス 1 台 令和 3 年 2 月 134,000 円 

器具及び備品 ホーミイイース 2 台 令和 3 年 2 月 4,125,000 円 

器具及び備品 エレベートバス 令和 3 年 2 月 3,079,780 円 

器具及び備品 みやじコピー機 令和 3 年 2 月 677,050 円 

器具及び備品 ゴミ箱 令和 3 年 2 月 225,500 円 

構築物 サイクルポート 令和 3 年 2 月 231,000 円 

構築物 通用口テラス 令和 3 年 3 月 693,000 円 

器具及び備品 ゴミ箱 令和 3 年 3 月 124,000 円 

器具及び備品 風呂用ストレッチャー 令和 3 年 3 月 968,000 円 

器具及び備品 風呂用担架 令和 3 年 3 月 547,800 円 

器具及び備品 卓上オートクレーブ 令和 3 年 3 月 291,500 円 

器具及び備品 ｽﾘｯﾊﾟ殺菌ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ 令和 3 年 3 月 229,900 円 

器具及び備品 顔認証温度ｾﾝｻｰ 2 台 令和 3 年 3 月 215,600 円 

器具及び備品 ノートパソコン 令和 3 年 3 月 147,840 円 

器具及び備品 居宅パソコン 令和 3 年 3 月 204,270 円 

機械及び装置 気泡装置 令和 3 年 3 月 159,500 円 

車両運搬具 ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ車椅子 3 台 令和 3 年 3 月 336,000 円 
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車両運搬具 スズキエブリィ 令和 3 年 3 月 1,991,610 円 

ソフトウェア みやじほのぼのﾗｲｾﾝｽ 令和 3 年 1 月 380,600 円 

ソフトウェア みやじほのぼのﾗｲｾﾝｽ 令和 3 年 2 月 836,000 円 

ソフトウェア みやじほのぼのﾗｲｾﾝｽ 令和 3 年 2 月 822,800 円 

ソフトウェア 居宅ほのぼのﾗｲｾﾝｽ 令和 3 年 2 月 121,550 円 

その他 リサイクル預託金 令和 3 年 3 月 8,390 円 

合 計   36,724,803 円 

 

（２）固定資産の処分について 

  ① 第一拠点 

資 産 の 種 類 名 称 取 得 年 月 取得価格 処分損額 

器具及び備品 ｶﾗｰﾃﾚﾋﾞ TH21VS 平成 4 年 3 月 185,400 円 1 円 

器具及び備品 ハイビジョンテレビ 平成 7 年 3 月 618,000 円 1 円 

器具及び備品 ハイビジョンテレビ 平成 24 年 12 月 132,000 円 1 円 

器具及び備品 居宅パソコン 平成 27 年 2 月 139,644 円 1 円 

合 計   1,075,044 円 4 円 

 

９．防災体制の充実・強化について 

防災安全対策は、平時より連絡通報体制、施設設備の安全対策、避難経路・避難場所、

食料品・資器材等の備蓄状況を点検確認しておくことが重要であり「あさひ園消防計画」、

「火災及び非常災害発生対応マニュアル」、「非常災害対策計画」及び「洪水時等の避難

確保計画」を活用して、防災安全対策に万全を期しています。 

令和 2 年度においては、7 月に夜間調理室、9月に昼間Ｂ棟休憩室、12 月に夜間新館

食堂からの火災を想定しての防災訓練（通報訓練、消火訓練、避難誘導訓練）を実施し

ました。また、新入職員を中心に消火栓を使った放水及び消火器を使った消火訓練を実

施するとともに、7 月にはあさひ園緊急連絡表に基づいた緊急連絡訓練及び洪水時の浸

水を想定した垂直避難を実施しました。さらに、参加できなかった職員に対しても災害

発生時の対応マニュアル、スプリンクラー作動時の対応および非常口・通報ボタン・消

火器・消火栓園内案内図の確認を指導しました。また、継続的な訓練となるよう、その

都度実施内容、反省点、問題点等を整理するとともに、その結果を踏まえて次回の訓練

計画を立案するなど、効果的な防災訓練に努めました。 

  なお、3 月に計画していた防災訓練は、新型コロナウイルス感染防止のため中止しま

した。 

 

10．令和２年度事故報告及び苦情受付状況について 

  介護サービスにおける事故や苦情には、各事業所が提供するサービスに対する利用者

や家族、地域からの不満や改善要求、被害の訴え、契約違反に対する損害賠償の請求等

があります。利用者へのサービス提供にあたっては、細心の注意を払う必要があります

が、慢性化している介護従事者不足は、介護事故や苦情の発生に少なからず影響を与え

ているようです。 

  当年度の事故発生の特徴として、介護現場では、転倒や転落、座り込み等の事故が多

く、通所介護事業所では交通事故や交通違反等も発生しています。要因としては、人材

不足や注意力散漫等が考えられます。地域包括支援センターでは、介護請求ミスや行政

への書類提出忘れ等が発生しています。その要因としては、職員や事業所間の連携不足、

提出書類や入力作業の確認不足等が考えられます。なお、2 件の骨折事案につきまして
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は、八代市へ事故連絡書を提出し報告しました。 

  苦情については 5 件発生しましたが、その内の 3 件は八代市長寿支援課を経由して申

し出がありました。家族に対しての説明不足や信頼関係が築けていなかった事が原因の

ようです。苦情は、日々の不満が募りに募って現れることが多いものです。初めは相談

や要望で収まっていたものが、対応次第では苦情に発展してしまうものもあります。日

頃から利用者や家族等の声に耳を傾け、些細な事でも真摯に対応することを心がけてい

ました。 

  経営会議や各部署の勉強会、ミーティング、専門委員会等をとおして、関係職員全員

で情報を共有し対応したため、大きな事故や利用者・家族とのトラブルもありませんで

した。これからも、利用者や家族の要望を把握しながら信頼関係の構築に努めます。 

  なお、事故及び苦情発生件数は下記のとおりです。 

（１）事故発生について 

                          ( )は前年度の件数 

（２）苦情発生について 

 

※苦情内容及び経過 

苦情内容 苦情処理の経過・結果 

《通所介護事業》 

利用者本人が自宅に帰ってから「入浴後

の整容が雑だった」と聞いた。丁寧な介護

をしてもらいたいと家族より口頭と連絡帳

で訴えがある。 

生活相談員が、朝の迎えに行った時電話

で家族へ謝罪する。また、入浴を担当した

職員が、夕方の送迎時に家族へ謝罪する。

その日の終礼時に生活相談員より、全職員

へ丁寧に介護するよう注意した。 

《包括支援センター》 

介護保険更新申請時の訪問調査日の連絡

を家族へ怠った。また、住宅改修内容につ

いても家族と打ち合わせが無いまま行った

ので立腹され、八代市役所長寿支援課へケ

アマネの交代希望の電話をされる。 

家族へは、担当ケアマネが電話で経緯を

説明し謝罪する。家族の希望どおりケアマ

ネを交代する。 

要支援者であっても、家族まで丁寧に説

明するよう関係職員全員で申し合わせる。 

項 目 特養 短期 通所 訪問 包括 特相 居宅 みやじ 合 計 

骨折 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1  2 (1) 

転倒、転落 5 (0) 0 (0) 7 (5) 2 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 17 (5) 

座込み、打撲 1 (1) 0 (0) 2 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 3 (1) 

裂傷、表皮剥離 1 (1) 0 (0) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 3 (3) 

誤薬、投薬忘れ 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 3 (0) 

交通事故・違反 1 (1) 0 (0) 5 (7) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 6 (10) 

器物破損、紛失 0 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 2 (0) 

請求・申請ミス 0 (0)  0 (0)  0 (0) 0 (0) 6 (8) 0 (0) 1 (5) 0 7 (13) 

サービス提供ミス 0 (0) 1 (0) 10 (8) 0 (0) 1 (1) 0 (1) 1 (1) 0 13(11) 

合 計 9 (4) 1 (0) 26(20) 3 (1) 7 (11) 0 (1) 2 (7) 8 56(44) 

項目 特養 みやじ 短期 通所 訪問 居宅 包括 合計 

サービス    1  1 1 3 

マナー（接遇）      2  2 

合 計    1  3 1 5 
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《居宅介護支援事業所》 

八代市長寿支援課職員より、「利用者の家

族が来庁され、あさひ園の居宅を含め、利

用サービスをしばらく白紙に戻したい」と

苦情があったと連絡がある。苦情の内容に

ついては「不快になる」との理由で話され

なかったとの事。 

苦情内容を確認するため長寿支援課を訪

問し担当職員と面談したが、訴えの内容は

分からなかった。長寿支援課職員からは、

「一生懸命支援しても、相手に上手く伝わ

らず、不信感を抱かれたのでしょう」と助

言をもらう。 

ケアマネの基本的な支援方法について、

関係職員全員で再確認する。 

《居宅介護支援事業所》 

 八代市長寿支援課職員より、「ヘルパーの

生活援助について、毎日利用する必要があ

るのか」と匿名で電話があったと連絡があ

る。 

 申出者はキーパーソンの長男嫁であると

考えられる。長男にはサービス内容を説明

し承諾を得ていた。 

 居宅介護部長と担当ケアマネで八代市長

寿支援課を訪問し、担当職員へ支援経過を

説明する。本人及びキーパーソンの長男に

は、ケアプランの説明をし同意を得ている

ので問題は無いとの事であった。統合失調

症のある長男嫁にも、サービス内容につい

て詳しく説明するようにした。 

《居宅介護支援事業所》 

 匿名で、「左側の脇道から、全く右側を確

認せず出て来た車がいたので危なかった」

と電話がある。 

事実確認した所、該当する職員がいたの

で、「安全運転に心掛ける様」本人に注意し、

関係職員全員でも安全運転について再確認

する。 

 


